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住民課からのお知らせ
問 吉備庁舎住民課

小
中
学
生
を
対
象
に
実
施
し
て
い
る
子
ど
も
医

療
費
助
成
事
業
を
、
９
月
１
日
か
ら
高
校
生
世
代

に
も
適
用
し
ま
す
。

こ
の
制
度
拡
大
に
よ
り
、
町
内
在
住
の
18
歳
ま
で

の
人
（
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
あ
る
人
）の
医
療
費
が
無
料
と
な
り
ま
す
。

※
婚
姻
し
て
い
る
人
な
ど
は
除
く
。

●
申
請
手
続
き

対
象
と
な
る
高
校
生
世
代
の
お
子
さ
ま
（
平
成

12
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
15
年
４
月
１
日
の
間
に

生
ま
れ
た
人
）
が
い
る
ご
家
庭
に
は
、
６
月
下
旬

に
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

同
封
の
案
内
で
記
入
方
法
・
必
要
な
物
を
ご
確

認
い
た
だ
き
、
申
請
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
他
の
医
療
費
助
成
制
度
な
ど
で
医
療
費
が
全
額

助
成
さ
れ
て
い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
の
で
、

手
続
き
は
不
要
で
す
。

●
子
ど
も
医
療
費
受
給
資
格
証
の
差
し
替
え

現
在
、
中
学
校
卒
業
ま
で
有
効
の
受
給
資
格
証

を
お
持
ち
の
人
に
つ
い
て
は
、
有
効
期
限
終
了
年

の
３
月
に
、
新
た
な
受
給
資
格
証
を
送
付
予
定
で

す
。
そ
れ
ま
で
は
、
現
在
お
持
ち
の
受
給
資
格
証

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
医
療
費
助
成
事
業

対
象
年
齢
拡
大

各
種
受
給
者
証
・
認
定
証
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
！

「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
」

な
ど
の
更
新
申
請
手
続
き

有
効
期
限
が
７
月
31
日
に
な
っ
て
い
る
次
の

認
定
証
は
、そ
れ
ぞ
れ
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

所
得
の
変
動
や
世
帯
構
成
の
変
更
な
ど
で
、
７

月
ま
で
該
当
し
て
い
て
も
、
８
月
以
降
は
該
当
し

な
い
場
合
や
、
現
在
該
当
し
て
い
な
く
て
も
、
８

月
以
降
に
該
当
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

●
対
象
者

◦
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
／
町
県
民

税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
の
人

◦
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
／
町
県
民
税
非
課
税
世
帯
で
75
歳

未
満
の
人

●
申
請

◦
申
請
時
期
／
７
月
25
日（
水
）
以
降

◦
手
続
き
に
必
要
な
物
／
印
鑑
・
保
険
証

「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」の
更
新

70
歳
か
ら
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
に

交
付
し
て
い
る
「
高
齢
受
給
者
証
」
の
有
効
期
限

が
７
月
31
日
に
切
れ
ま
す
の
で
、
７
月
下
旬
に
新

し
い
高
齢
受
給
者
証
を
郵
送
交
付
し
ま
す
。
８
月

か
ら
は
必
ず
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
お
使
い

く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
広
域
化

に
伴
い
、
各
様
式
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

●
一
部
負
担
金
の
割
合

70
歳
か
ら
、
医
療
機
関
な
ど
で
お
支
払
い
い

た
だ
く
一
部
負
担
金
の
割
合
が

・
現
役
並
み
所
得
者
…
３
割

・
そ
の
他
の
人
…
２
割（
誕
生
日
が
昭
和
19
年
４

月
１
日
以
前
の
人
は
１
割
）

と
な
り
ま
す
。
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
受
給
者

証
に
記
載
さ
れ
ま
す
。

「
老
人
医
療
費
受
給
者
証
」
の

更
新
手
続
き

満
67
歳
以
上
70
歳
未
満
の
人
で
、
次
の
①
～

⑤
の
全
て
の
用
件
を
満
た
す
人
を
対
象
に
し
た
医

療
費
の
助
成
制
度
で
す
。
所
得
や
資
産
の
保
有
状

況
は
毎
年
変
動
す
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
、
更
新
申

請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

な
お
、
現
在
受
給
し
て
い
る
人
に
は
、
事
前

に
案
内
と
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
は
、
資
格
の
適
用
が

遅
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
受
給
要
件

①
世
帯
全
員
の
町
県
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
こ
と
。

②
世
帯
全
員
の
収
入
の
合
計
が
、
次
の
基
準
以
下

で
あ
る
こ
と（
遺
族
年
金
、
障
害
者
年
金
な
ど


